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協議又は調整を行うための場の設置について 

 

 三条市議会会議規則第１５８条第２項の規定により、協議又は調整を行うための場を

臨時的に設けるものとする。 
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協議又は調整を行うための場の設置について 

 

 

１ 名  称  議会報検討委員会 

 

２ 目  的  議会報の発行に関する事項について協議又は調整を行うため 

 

３ 構 成 員  委員は、各会派から選出された議員をもって構成員とする。 

なお、所属議員が２人から５人までの会派にあっては１人、６人から

９人までの会派にあっては２人を選出するものとする。 

 

４ 招集権者  最初に行われるものにあっては議長、その他のものにあっては議会報

検討委員会の委員長 

 

５ 期  間  目的に係る協議又は調整の終了まで 

 


